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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年９月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（岩） 

発生日時 平成２５年１２月２日 ０７時５０分ごろ 

発生場所 長崎県対馬
つ し ま

市下島
しもしま

久和
く わ

浦
うら

南方 

 対馬市所在の神埼
こうさき

灯台から真方位０５３°２.９海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°０６.８′ 東経１２９°１５.６′） 

事故調査の経過  平成２６年２月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第三康
こう

善
ぜん

丸、１９トン 

 ＮＳ２－１７１９８（漁船登録番号）、個人所有 

 １８.７３ｍ（Lr）×４.３８ｍ×１.７６ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、６１０kＷ、平成９年６月２８日 

 第２９２－４２２５２号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６５歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定         

  免 許登録 日 昭和５０年３月２５日 

  免許証交付日 平成２５年３月１２日 

         （平成３０年４月２３日まで有効）   

 死傷者等 なし 

 損傷 船首外板及びバルバスバウに破損、アンカー台下のかんぬきが折損 

 事故の経過  本船は、船長ほか２人が乗り組み、平成２５年１２月１日１８時１

０分ごろから下島南方１５Ｍ付近の海域でいか釣り漁を始め、２日０

６時００分ごろ漁を終了した。 

 船長は、対馬市厳原
いずはら

港に帰るため、針路を真方位約３５０°に設定

し、自動操舵により、約９ノットの対地速力で厳原港の外防波堤を目

指した。 

 船長は、操舵室の操舵スタンド後方の左右に機器を配置した台（台

の下は船長のベッドになっている。）に座り、ラジオを聞きながら、

レーダー及びＧＰＳプロッターを見て見張りをしていたが、１時間３

０分～４０分経過したくらいから、うとうとし始め、いつの間にか座

って居眠りに陥った。 

 本船は、０７時５０分ごろ下島南東の下崎山の海側にある岩（以下
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「本件岩」という。）に衝突した。  

 船長は、本船を後進させて岩から離れ、損傷部を調べたところ、バ

ルバスバウや船首外板が破損していたが、推進系に損傷がなかったの

で、航行できると思い、長崎県佐世保市所在の造船所に向かい、１６

時００分ごろ造船所桟橋に着いた。  

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 １、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の末期（厳原港） 

 その他の事項 

 

本船の喫水は、船首約０.７ｍ、船尾約２.３ｍであった。 

船長は、１２月１日から２日にかけての操業中、約５時間の仮眠時

間をとっていたが、熟睡できていなかったと感じていた。 

甲板員２人は、仮眠をとらずに操業しており、漁が終了してから衝

突するまで寝室で寝ていたので、衝突した状況は分からなかった。 

船長は、目的地まで最短の航路を航行しようとし、自動操舵の針路

を設定したが、設定針路を少し東寄りにすべきだったと衝突後に思っ

た。  

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、下島南方沖から自動操舵で厳原港に向けて北進中、単独で

操船中の船長が居眠りに陥ったことから、下島南東の下崎山の本件岩

に衝突したものと考えられる。 

 船長は、本事故の前日に熟睡できていなかったと感じており、航行

中に眠気を感じたことから、居眠りに陥ったものと考えられる。 

 船長は、自動操舵の針路を目的地よりも少し西寄りに設定していた

ため、本件岩に衝突した可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、本船が、下島南方沖から自動操舵で厳原港に向けて北進

中、単独で操船中の船長が居眠りに陥ったため、下島南東の下崎山の

本件岩に衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・自動操舵の針路を設定する場合は、正確に目的地に向かう針路と

すること。 

・眠気を感じたら、身体を動かすなどの眠気をとり去る努力をする

こと。 

 

 

 

 


